
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
日
提
出

質

問

第

八

七

号

Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬
害
事
件
に
お
け
る
因
果
関
係
の
判
断
と
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

阿

部

知

子
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Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬
害
事
件
に
お
け
る
因
果
関
係
の
判
断
と
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
五
月
二
十
一
日
、
参
議
院
決
算
委
員
会
で
お
こ
な
わ
れ
た
、
は
た
と
も
こ
議
員
の
子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
接
種
の

中
止
を
求
め
る
等
の
質
疑
の
な
か
で
、
接
種
を
受
け
た
三
百
二
十
八
万
人
の
全
例
調
査
を
求
め
た
際
に
「
か
つ
て
、
お
た
ふ
く

か
ぜ
ワ
ク
チ
ン
を
含
む
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
場
合
は
、
数
千
人
か
ら
三
万
人
に
一
人
の
割
合
で
無
菌
性
髄
膜
炎
の
症
例
が
発
生

し
た
段
階
で
都
道
府
県
に
お
け
る
症
例
発
生
状
況
の
調
査
を
開
始
し
た
」
と
、
過
去
の
薬
害
事
件
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
田
村
厚
生
労
働
大
臣
は
「
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
は
、
髄
膜
炎
、
接
種
後
、
髄
膜
炎
と
の
関
係
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
、

検
査
に
よ
っ
て
こ
れ
が
、
因
果
関
係
が
明
確
に
な
っ
た
事
例
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ

の
結
果
、
こ
れ
を
中
止
し
た
わ
け
で
す
ね
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。

し
か
し
、
平
成
十
八
年
十
月
、
大
阪
高
等
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
、
賠
償
責
任
が
確
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
は
賠

償
金
を
負
担
せ
ず
、
謝
罪
及
び
再
発
防
止
策
の
明
示
も
し
な
い
と
い
う
、
そ
の
Ｍ
Ｍ
Ｒ
事
件
の
検
証
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
と

い
う
問
題
が
根
底
に
あ
る
。
右
、
田
村
大
臣
の
答
弁
に
あ
る
、
検
査
に
よ
り
因
果
関
係
が
わ
か
っ
た
の
は
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
中
止
の
平

成
五
年
で
は
な
く
、
平
成
元
年
で
あ
る
。
接
種
後
に
健
康
被
害
を
疑
う
症
例
が
続
発
し
て
も
な
お
、
因
果
関
係
不
明
を
理
由
に

安
全
対
策
に
躊
躇
す
る
等
の
、
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
日
本
の
薬
害
の
構
図
が
、
幾
度
め
に
な
ろ
う
か
、
ま
た
こ
こ
に
見
え
隠
れ

一



し
て
い
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
十
九
日
提
出
質
問
第
三
〇
九
号
「
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬
害
事
件
に
お
け
る
国
の
責
任
及
び
予
防
接
種
法

の
目
的
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
前
回
質
問
と
い
う
）
に
対
す
る
答
弁
書
「
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
九
日
受
領

答
弁
第

三
〇
九
号
（
前
回
答
弁
と
い
う
）
が
不
十
分
極
ま
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
後
の
調
査
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
資

料
に
も
依
拠
し
、
再
質
問
と
す
る
。

一

前
回
質
問
の
一
は
、
旧
国
立
予
防
衛
生
研
究
所
ム
ン
プ
ス
室
に
よ
り
、
ワ
ク
チ
ン
後
髄
膜
炎
等
患
者
か
ら
分
離
さ
れ
た
ウ

イ
ル
ス
を
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
に
よ
っ
て
野
生
株
由
来
か
ワ
ク
チ
ン
株
由
来
か
を
鑑
別
す
る
方
法
が
確
立
さ
れ
、
同
時
に
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ

ク
チ
ン
接
種
を
開
始
す
る
際
に
、
耳
下
腺
腫
脹
や
髄
膜
炎
が
ど
の
程
度
の
頻
度
で
発
症
す
る
か
を
監
視
す
る
必
要
が
あ
る
と

の
警
告
、
提
言
が
な
さ
れ
て
い
た
（
平
成
元
年
三
月
）
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
そ
の
情
報
提
供
と
情
報
収
集
の
体
制
を
整
え
る

な
ど
の
対
応
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
に
よ
る
被
害
拡
大
薬
害
事
件
の
原
因
で
あ
り
、
国
の
責
任
が
重

い
こ
と
を
指
摘
し
、
見
解
を
問
う
た
。

そ
れ
に
対
す
る
前
回
答
弁
は
、
全
く
的
外
れ
で
あ
り
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
を
定
期
接
種
に
導
入
す
る
経
過
を
答
え
た
に
し

か
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
（
前
回
答
弁
、
一
に
つ
い
て
）
。

二



ま
ず
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
答
弁
に
な
る
の
か
、
釈
明
を
求
め
た
い
。

二

前
項
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
を
用
い
た
鑑
別
法
は
国
立
予
防
衛
生
研
究
所
（
以
下
、
予
研
と
い
う
、
現
在
の
国
立
感
染
症
研
究
所
）
の

山
田
章
雄
氏
が
室
長
を
務
め
る
ム
ン
プ
ス
室
に
お
い
て
、
昭
和
六
十
二
年
こ
ろ
よ
り
開
発
研
究
が
始
ま
り
、
平
成
元
年
三
月

の
予
防
接
種
研
究
班
総
会
の
場
で
そ
の
完
成
が
発
表
さ
れ
た
（
山
田
章
雄
ら
「Polym

erase
chain

reaction

を
用
い
た
ム

ン
プ
ス
ウ
イ
ル
ス
株
の
鑑
別
」
、
予
防
接
種
副
反
応
研
究
班
「
予
防
接
種
の
効
果
と
副
反
応
の
追
跡
調
査
及
び
今
後
の
予
防

接
種
方
式
の
策
定
に
関
す
る
研
究
」
平
成
元
年
三
月
、
二
十
五
ペ
ー
ジ
所
収
）
。

こ
の
報
告
は
、
厚
生
省
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

右
の
事
実
か
ら
、
厚
生
省
は
平
成
元
年
三
月
に
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
の
完
成
を
知
り
え
た
こ
と
に
な
る
が
相
違
な
い
か
。

三

前
項
に
示
し
た
予
研
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
開
発
研
究
の
過
程
で
、
三
つ
の
製
造
所
で
製
造
さ
れ
た
ム
ン
プ
ス
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を

受
け
、
そ
の
後
一
定
の
期
間
内
に
耳
下
腺
腫
脹
や
髄
膜
炎
を
発
症
し
た
患
児
よ
り
分
離
さ
れ
た
八
つ
の
ウ
イ
ル
ス
に
つ
い
て

Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
で
鑑
別
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
ワ
ク
チ
ン
株
と
同
一
の
塩
基
配
列
を
示
し
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
っ
て

耳
下
腺
腫
脹
や
髄
膜
炎
が
発
生
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

そ
の
発
表
の
結
論
と
し
て
、
「
（
前
略
）
今
後
、
ウ
イ
ル
ス
分
離
並
び
に
塩
基
配
列
の
検
索
を
行
い
ど
の
程
度
の
頻
度
で

三



ワ
ク
チ
ン
株
に
よ
る
耳
下
腺
腫
脹
や
髄
膜
炎
が
起
き
る
の
か
を
監
視
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
発
表
月
の
翌
四
月
か
ら
始
ま
る
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
に
お
い
て
耳
下
腺
腫
脹
や
髄
膜
炎
が
多
発
す

る
危
険
性
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
に
よ
る
、
国
民
、
医
療
機
関
・
市
町
村
等
へ
の
情
報
提
供
と
監
視
体
制
の
構

築
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
警
告
、
提
言
し
た
も
の
で
あ
る
。

右
の
通
り
、
三
月
に
警
告
、
提
言
が
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
即
座
に
情
報
提
供
や
髄
膜
炎
等
の
監
視
体
制
を
整
え

る
こ
と
な
く
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
接
種
を
継
続
し
た
国
の
責
任
は
重
い
。

前
回
質
問
の
一
に
お
い
て
示
し
た
通
り
、
徳
島
県
保
健
環
境
セ
ン
タ
ー
の
山
本
保
男
氏
が
、
同
県
内
で
発
生
し
た
ム
ン
プ

ス
ワ
ク
チ
ン
後
髄
膜
炎
患
児
か
ら
分
離
さ
れ
た
ウ
イ
ル
ス
が
、
予
研
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
に
よ
っ
て
ワ
ク
チ
ン
由
来
で
あ
る
こ
と
を
知

り
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
り
同
様
の
こ
と
が
起
こ
り
う
る
旨
、
県
内
医
療
機
関
に
注
意
喚
起
を
行
な
っ
た
（
山
本
保

男
ほ
か
「
徳
島
県
に
お
け
る
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
ム
ン
プ
ス
性
髄
膜
炎
の
発
生
に
つ
い
て
」
徳
島
県
保
健
環
境
セ
ン

タ
ー
年
報

平
成
二
年
八
月
十
九
日
、
お
よ
び
地
方
衛
生
研
究
所
全
国
協
議
会
の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
「
健
康
危
機
管
理
事
例

集
」
概
要
版
№
�
の
事
例
）
。
こ
の
こ
と
は
、
最
近
の
調
査
か
ら
厚
生
労
働
省
に
現
存
す
る
文
書
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
平
成
元
年
五
月
二
十
五
日
、
山
本
氏
が
予
研
ム
ン
プ
ス
室
の
山
田
氏
に
検
体
を
送
り
Ｐ
Ｃ
Ｒ
を
依
頼
、

四



山
田
氏
は
Ｐ
Ｃ
Ｒ
の
結
果
、
分
離
さ
れ
た
ウ
イ
ル
ス
が
ワ
ク
チ
ン
株
で
あ
っ
た
こ
と
を
電
話
で
回
答
、
の
ち
六
月
七
日
に
文

書
で
回
答
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
平
成
元
年
八
月
二
十
五
日
付
、
予
研
ム
ン
プ
ス
室
長
山
田
氏
か
ら
、
薬
務
局
生

物
製
剤
課
課
長
補
佐
國
枝
氏
あ
て
Ｆ
Ａ
Ｘ
文
書
、
厚
生
労
働
省
医
薬
食
品
局
総
務
課
医
薬
品
副
作
用
対
策
室
保
管
文
書
）
。

山
本
氏
が
一
例
の
結
果
か
ら
注
意
喚
起
を
行
な
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
予
研
で
八
例
の
鑑
別
結
果
を
得
て
い
る
わ
け
で
あ

り
、
厚
生
省
は
そ
れ
を
も
っ
て
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
。

右
の
こ
と
を
参
照
す
れ
ば
、
さ
ら
に
国
の
責
任
は
明
確
で
あ
る
。
政
府
の
見
解
は
い
か
が
か
。

四

前
項
に
示
し
た
通
り
、
予
研
ム
ン
プ
ス
室
が
平
成
元
年
三
月
に
「
警
告
・
提
言
」
し
た
こ
と
に
国
が
迅
速
に
対
応
し
な

か
っ
た
が
た
め
に
、
発
見
が
遅
れ
た
症
例
が
記
録
さ
れ
て
い
る
事
例
が
東
京
都
に
あ
る
（
平
成
二
年
五
月
一
日
付
で
区
市
町

村
か
ら
東
京
都
へ
提
出
さ
れ
た
「
健
康
被
害
発
生
報
告
書
」
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
大
阪
訴
訟
弁
護
団
編
著
「
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬
害
事

件
」
所
収
）
。

左
に
そ
の
概
要
を
抜
粋
す
る
。

一
才
七
か
月
の
女
児
。

平
成
元
年
四
月
五
日
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
接
種
。
同
年
四
月
十
七
日
発
熱
・
発
疹
、
同
二
十
五
日
高
熱
、
翌
二
十
六
日
高
熱
、
症
状

五



か
ら
髄
膜
炎
を
疑
い
入
院
。
症
状
と
検
査
結
果
か
ら
無
菌
性
髄
膜
炎
と
の
診
断
。

五
月
十
六
日
、
後
遺
症
な
く
軽
快
、
退
院
、
そ
の
後
、
経
過
観
察
で
六
月
、
八
月
外
来
受
診
。

Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
副
作
用
発
見
の
動
機
は
、
元
年
十
一
月
十
六
日
の
二
才
児
歯
科
検
診
に
来
所
し
た
母
親
の
話
か
ら
、

Ｍ
Ｍ
Ｒ
接
種
後
髄
膜
炎
で
三
週
間
入
院
し
た
こ
と
が
判
明
。

平
成
二
年
四
月
二
十
一
日
付
で
正
式
に
報
告
を
受
理
。

同
年
五
月
一
日
付
で
東
京
都
へ
報
告
。
（
そ
れ
が
後
に
国
へ
報
告
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
）

（
抜
粋
を
終
わ
る
。
）

本
事
例
は
、
髄
膜
炎
の
診
断
か
ら
七
ヶ
月
後
の
歯
科
検
診
で
自
治
体
が
知
り
、
正
式
受
理
が
十
か
月
後
、
東
京
都
へ
の
報

告
ま
で
に
一
年
以
上
が
経
過
し
て
い
る
。
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
接
種
液
の
情
報
か
ら
武
田
薬
品
工
業
製
統
一
株
ワ
ク

チ
ン
（
ロ
ッ
ト
番
号
Ｈ
�
�
�
）
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
し
、
厚
生
労
働
省
「
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
健
康
被
害
救
済
申
請

一
覧
（
平
成
十
六
年
一
月
二
十
七
日
作
成
）
」
と
照
合
し
て
、
平
成
二
年
十
二
月
十
日
に
被
害
認
定
さ
れ
た
症
例
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
母
親
が
検
診
で
話
題
に
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
報
道
に
よ
り
髄
膜
炎
の
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
推
測

さ
れ
る
。
右
の
経
過
か
ら
し
て
、
髄
膜
炎
を
診
断
し
た
医
師
も
ワ
ク
チ
ン
の
副
作
用
の
可
能
性
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
と

六



み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

こ
の
事
例
は
、
危
険
性
も
し
く
は
そ
の
疑
い
が
生
じ
た
時
に
は
、
迅
速
に
そ
の
情
報
が
開
示
・
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
副
作

用
情
報
が
集
ま
ら
な
い
し
、
適
切
な
安
全
対
策
を
講
じ
ら
れ
な
い
こ
と
を
見
事
に
示
し
て
い
る
が
、
政
府
の
見
解
は
い
か
が

か
。

五

次
に
、
本
事
件
訴
訟
に
お
い
て
、
大
阪
地
方
裁
判
所
、
同
高
等
裁
判
所
の
い
ず
れ
に
も
提
出
さ
れ
て
い
な
い
次
の
文
書
に

も
と
づ
き
お
尋
ね
す
る
。

厚
生
労
働
省
医
薬
食
品
局
総
務
課
医
薬
品
副
作
用
被
害
対
策
室
に
現
存
す
る
文
書
「
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
に
関
す
る
資
料
の

提
出
に
つ
い
て
」
（
平
成
五
年
六
月
三
日
付
、
阪
大
微
生
物
病
研
究
会
観
音
寺
研
究
所
の
某
氏
か
ら
厚
生
省
新
医
薬
品
課
厚

生
技
官
平
山
佳
伸
あ
て
、
平
成
ｘ
ｘ
年
ｘ
月
ｘ
ｘ
日
開
示
請
求
、
受
付
番
号
開
第
三
九
四
二
号
、
同
ｘ
ｘ
年
ｘ
月
ｘ
ｘ
日
開

示
決
定
）
に
添
付
さ
れ
た
、
「
別
添
資
料
�

自
社
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
治
験
時
の
無
菌
性
髄
膜
炎
に
つ
い
て
」
に
よ
れ

ば
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
の
完
成
が
発
表
さ
れ
た
平
成
元
年
三
月
、
「
予
研
杉
浦
部
長
の
依
頼
に
よ
り
、
分
離
ウ
イ
ル
ス
二
十
五
株
を

送
付
（
上
記
二
株
を
含
む
）
。
」
と
あ
り
、
同
年
六
月
「
上
記
二
株
を
含
め
、
分
離
ウ
イ
ル
ス
の
多
く
は
、
ワ
ク
チ
ン
株
に

由
来
と
の
報
告
を
（
予
研
か
ら－

引
用
者
注
）
受
け
る
。
」
と
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
山
田
ら
に
よ
る
八
例
の
ウ

七



イ
ル
ス
の
他
に
、
阪
大
微
研
会
が
保
有
し
て
い
た
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
に
髄
膜
炎
等
を
発
症
し
た
患
児
か
ら
分
離
さ
れ
た
ム

ン
プ
ス
ウ
イ
ル
ス
二
十
五
株
が
、
予
研
に
提
供
さ
れ
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
に
よ
る
鑑
別
試
験
の
結
果
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
ワ
ク
チ
ン

株
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ま
で
自
然
感
染
に
よ
る
髄
膜
炎
等
と
さ
れ
て
き
た
症
例
が
、
実
は
ワ
ク
チ
ン
由
来
だ
っ
た
こ
と

が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
平
成
元
年
三
月
ま
で
に
、
ワ
ク
チ
ン
で
髄
膜
炎
等
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
八
例
確
認
さ
れ
、
六

月
末
日
ま
で
に
さ
ら
に
二
十
五
例
近
く
で
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
、
合
計
三
十
三
例
近
い
症
例
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
。
予
研
杉
浦
部
長
と
は
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
開
発
研
究
に
携
わ
っ
た
杉
浦
昭
氏
で
あ
り
、
ム
ン
プ
ス
室
長
山
田
章
雄

氏
の
上
司
で
あ
っ
た
。

右
の
事
実
か
ら
、
平
成
元
年
六
月
末
ま
で
に
は
、
三
十
三
例
近
い
ワ
ク
チ
ン
株
由
来
の
症
例
が
予
研
に
集
ま
っ
た
。
す
な

わ
ち
厚
生
省
が
そ
の
こ
と
を
知
り
え
た
こ
と
に
な
る
。
見
解
は
い
か
が
か
。

六

前
項
五
の
通
り
、
平
成
元
年
六
月
末
ま
で
に
は
、
三
十
三
例
近
い
ワ
ク
チ
ン
株
由
来
の
症
例
が
厚
生
省
直
轄
の
予
研
に
集

ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
省
は
、
そ
の
時
点
で
も
対
策
を
講
じ
る
こ
と
な
く
漫
然
と
Ｍ
Ｍ
Ｒ
接
種
を
継
続
し
た
こ
と

が
被
害
拡
大
の
最
大
の
原
因
と
言
え
る
。
は
し
か
予
防
の
定
期
接
種
に
際
し
、
た
だ
ち
に
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
使
用
を
中
止

し
、
は
し
か
単
味
ワ
ク
チ
ン
に
戻
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
見
解
は
い
か
が
か
。

八



七

杉
浦
昭
氏
及
び
、
予
研
所
長
大
谷
明
氏
は
、
そ
の
部
下
、
山
田
章
雄
氏
ら
が
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
の
開
発
研
究
を
進
め
て
い
る
こ
と

を
当
然
把
握
す
る
立
場
に
あ
り
、
厚
生
省
は
そ
の
二
人
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
で
開
発
研
究
の
経
過
、
実
験
結
果
等
を
知
り
え

た
と
も
い
え
る
。
厚
生
省
科
学
研
究
費
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
昭
和
六
十
三
年
度
に
お
け
る
山
田
ら
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
開
発
研

究
の
内
容
を
、
厚
生
省
が
把
握
す
る
の
は
、
同
研
究
費
の
申
請
手
続
き
に
即
し
て
推
定
し
た
場
合
、
早
け
れ
ば
い
つ
ご
ろ
で

あ
っ
た
と
い
え
る
か
。

八

予
研
、
杉
浦
昭
部
長
及
び
大
谷
明
所
長
の
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
承
認
や
定
期
接
種
へ
の
導
入
に
関
す
る
中
央
薬
事

審
議
会
、
公
衆
衛
生
審
議
会
の
委
員
委
嘱
に
関
す
る
事
実
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

予
研
、
杉
浦
昭
部
長
、
大
谷
明
所
長
ら
は
、
製
造
承
認
の
審
査
過
程
に
お
い
て
、
ま
た
、
定
期
接
種
へ
の
導
入
を
決
定
す

る
ま
で
の
審
議
過
程
に
関
与
し
た
と
す
れ
ば
、
部
下
が
実
施
し
て
い
る
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
の
開
発
に
関
す
る
研
究
の
経
過
、
実
験
の

結
果
な
ど
を
逐
次
厚
生
省
に
報
告
し
、
審
議
会
の
審
議
に
反
映
さ
せ
る
べ
き
だ
っ
た
と
い
え
る
が
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
製
造

承
認
に
関
す
る
審
議
会
及
び
定
期
接
種
へ
の
導
入
を
決
定
す
る
審
議
会
議
事
録
等
か
ら
、
予
研
で
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
の
開
発
研
究
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
類
の
発
言
、
そ
の
研
究
結
果
に
よ
り
、
承
認
後
に
何
ら
か
の
対
応
が
必
要
に
な
る
と
か
、
定
期

接
種
で
Ｍ
Ｍ
Ｒ
を
開
始
す
る
際
に
、
同
様
に
対
応
が
必
要
に
な
る
な
ど
の
発
言
等
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
か
。

九



十

前
回
質
問
の
三
に
お
い
て
指
摘
し
た
、
都
道
府
県
が
独
自
に
髄
膜
炎
発
症
率
の
情
報
開
示
を
行
わ
な
い
よ
う
、
国
が
圧
力

を
か
け
た
こ
と
に
関
し
て
、
さ
ら
に
具
体
的
な
資
料
を
示
し
て
再
び
見
解
を
問
う
こ
と
と
す
る
。

左
に
、
平
成
元
年
十
一
月
二
十
一
日
付
、
静
岡
新
聞
の
記
事
を
示
す
。

（
見
出
し
）

新
三
種
混
合
ワ
ク
チ
ン
副
作
用
の
発
表

厚
生
省
が
静
岡
県
に
〝
圧
力
〞

（
記
事
本
文
）

静
岡
県
は
二
十
日
、
副
作
用
に
よ
る
無
菌
性
髄
膜
炎
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
は
し
か
、
お
た
ふ
く
か
ぜ
、
風
し
ん
の
新

三
種
混
合
ワ
ク
チ
ン
（
Ｍ
Ｍ
Ｒ
）
に
つ
い
て
静
岡
県
内
で
実
施
し
た
発
生
状
況
調
査
結
果
を
発
表
す
る
予
定
で
い
た
が
、
当

日
に
な
っ
て
厚
生
省
が
「
こ
れ
は
厚
生
省
の
調
査
。
公
衆
衛
生
審
議
会
に
も
資
料
と
し
て
提
出
す
る
の
で
各
県
で
個
別
に
発

表
す
る
な
」
と
〝
圧
力
〞
を
か
け
て
き
た
た
め
急
き
ょ
発
表
を
取
り
や
め
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
静
岡
市
内
の
市
民
団
体
「
静

岡
予
防
接
種
を
考
え
る
会
」
（
鈴
木
美
子
代
表
）
は
「
子
供
の
健
康
を
心
配
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
県
も
接
種
延
期
を
打
ち
出

し
た
の
に
肝
心
の
調
査
結
果
が
公
表
で
き
な
い
な
ん
て
。
厚
生
省
は
一
体
国
民
か
審
議
会
か
、
ど
っ
ち
の
方
角
を
見
て
い
る

の
か
」
と
同
省
の
姿
勢
を
批
判
し
て
い
る
。

一
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Ｍ
Ｍ
Ｒ
は
こ
と
し
四
月
か
ら
新
規
導
入
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
副
作
用
と
み
ら
れ
る
無
菌
性
髄
膜
炎
の
発
症
報
告
が
あ

り
、
厚
生
省
が
十
月
二
十
五
日
付
で
各
都
道
府
県
に
「
Ｍ
Ｍ
Ｒ
の
使
用
は
慎
重
に
」
と
通
知
し
た
た
め
十
日
現
在
十
八
府
県

が
接
種
を
見
合
わ
せ
て
い
る
。
本
県
で
も
「
慎
重
に
対
応
で
は
市
町
村
が
か
え
っ
て
混
乱
す
る
」
と
し
て
同
省
が
調
査
結
果

に
沿
っ
て
最
終
判
断
を
示
す
ま
で
は
接
種
を
延
期
す
る
よ
う
県
内
十
七
保
健
所
長
と
静
岡
、
浜
松
両
市
長
に
要
請
し
て
い

た
。一

方
、
県
で
は
各
保
健
所
を
通
し
て
四
月
か
ら
十
月
末
ま
で
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
の
副
作
用
発
症
例
に
つ
い
て
調
査
。
こ

の
結
果
、
同
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
が
原
因
と
み
ら
れ
る
無
菌
性
髄
膜
炎
の
症
例
が
見
つ
か
っ
た
た
め
二
十
日
、
同
省
に
調
査
結

果
を
報
告
す
る
と
と
も
に
結
果
の
公
表
の
準
備
を
進
め
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
同
省
保
健
医
療
局
結
核
感
染
症
対
策
室
か
ら
発
表
に
関
し
「
待
っ
た
」
が
か
か
り
急
き
ょ
中
止
。
県
保
健
予

防
課
で
は
「
患
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
除
け
ば
な
ん
ら
発
表
に
問
題
は
な
い
は
ず
。
厚
生
省
の
調
査
と
い
っ
て
も
実
際
は
県

や
市
の
機
関
が
調
査
し
た
も
の
で
、
こ
ん
な
こ
と
は
異
例
」
と
し
て
厚
生
省
の
姿
勢
に
疑
問
を
投
げ
掛
け
て
い
る
。

（
記
事
引
用
を
終
わ
る
）

左
に
厚
生
労
働
省
に
現
存
す
る
、
平
成
元
年
十
二
月
二
十
日
開
催
の
公
衆
衛
生
審
議
会
伝
染
病
予
防
部
会
予
防
接
種
委
員

一
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会
の
議
事
メ
モ
（
医
薬
食
品
局
総
務
課
副
作
用
被
害
対
策
室
所
蔵
、
た
だ
し
本
文
書
は
旧
保
健
医
療
局
に
保
管
さ
れ
て
い
た

も
の
の
写
し
と
み
ら
れ
る
）
か
ら
抜
粋
し
て
示
す
。

（
一
枚
目
）

伝
染
病
予
防
部
会
予
防
接
種
委
員
会

元
年
十
二
月
二
〇
日

共
用
第
一
〇
会
議
室

�
、
室
長
あ
い
さ
つ

経
緯
の
説
明‐‐‐‐‐‐‐‐

別
紙
参
照

�
、
資
料
説
明
（
省
略－

引
用
者
注
）

（
以
下
に
委
員
ご
と
の
発
言
メ
モ－

引
用
者
注
）

平
山

髄
液
検
査
を
し
た
も
の
と
し
な
い
も
の
が
一
緒
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
と
混
乱
す
る
の
で
は
？

（
二
枚
目
か
ら
九
枚
目
省
略－

引
用
者
注
）

（
十
枚
目
よ
り
、
保
健
医
療
局
疾
病
対
策
課
結
核
・
感
染
症
対
策
室
室
長
の
発
言
お
よ
び
そ
の
前
後
一
名
の
委
員
発
言
を
抜

一
二



粋－

引
用
者
注
）

国
枝

薬
務
の
ま
と
め
は
、
六
〇
〇
〇
人
に
一
人

二
〇
〇
〇
人
に
一
人
か
ら
六
〇
〇
〇
人
に
一
人
と
い
う
こ
と
か
ら
、
医
薬
品
と
し
て
は
容
認
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た

室
長

今
日
ま
で
は
、
県
独
自
で
頻
度
の
発
表
を
す
る
な
と
言
っ
て
い
る
が
、
今
日
の
夜
以
降
は
お
さ
え
ら
れ
な
い
。
群
馬

の
一
／
四
〇
〇
と
い
う
の
も
出
て
く
る
だ
ろ
う

大
谷

い
ろ
い
ろ
な
頻
度
が
出
て
く
る
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い

（
抜
粋
を
終
わ
る
）

右
の
新
聞
報
道
お
よ
び
議
事
メ
モ
は
見
事
に
符
合
し
、
室
長
発
言
の
メ
モ
「
発
表
を
す
る
な
」
「
お
さ
え
ら
れ
な
い
」
の

表
現
が
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
、
ま
さ
に
情
報
開
示
を
抑
制
す
る
「
圧
力
」
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
前
回
質
問
三
の

（
二
）
こ
の
制
限
が
国
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
十
分
に
合
理
的
な
理
由
は
あ
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。
に
対
し
て
「
厚
生
労

働
省
が
現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
御
指
摘
の
同
省
医
薬
食
品
局
総
務
課
医
薬
品
副
作
用
被
害
対
策
室
が
保
存
す

る
議
事
メ
モ
以
外
に
当
時
の
具
体
的
な
状
況
を
確
認
で
き
る
資
料
が
な
く
、
当
該
議
事
メ
モ
の
記
述
か
ら
は
、
お
尋
ね
に
つ

一
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い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
が
、
新
聞
報
道
と
議
事
メ
モ
が
見
事
に
一
致
し
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
情
報
開
示
の
制
限
を
か
け
た
と
い
う
前
提
で
、
そ
の
こ
と
に
十
分
合
理
的
な
理
由
が
認
め
ら
れ
る
の
か
見
解

を
述
べ
よ
。

十
一

一
市
民
の
開
示
請
求
に
よ
る
と
、
現
在
の
厚
生
労
働
省
健
康
局
に
は
Ｍ
Ｍ
Ｒ
事
件
関
連
文
書
の
保
存
状
況
は
、
訴
訟
記

録
と
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
導
入
か
ら
当
面
見
合
わ
せ
に
至
る
経
過
を
示
す
通
知
類
を
の
ぞ
い
て
は
多
く
が
廃
棄
さ
れ
て
い
た
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
来
健
康
局
に
あ
っ
た
は
ず
の
文
書
が
、
か
ろ
う
じ
て
そ
の
写
し
が
医
薬
食
品
局
に
保
管
さ
れ
て
い
る

と
い
う
も
の
も
あ
る
。

健
康
局
に
お
い
て
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
事
件
関
連
の
文
書
に
つ
い
て
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
文
書
を
廃
棄
し
た
の
か
記
録
に
基
づ
い

て
回
答
さ
れ
た
い
。

十
二

以
上
、
総
じ
て
、
厚
生
省
は
平
成
元
年
三
月
に
な
さ
れ
た
前
述
の
予
研
の
警
告
・
提
言
を
受
け
て
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン

接
種
後
に
髄
膜
炎
等
が
起
こ
り
う
る
こ
と
を
国
民
、
市
町
村
、
医
療
機
関
、
同
ワ
ク
チ
ン
製
造
元
（
特
に
阪
大
微
研
会
以
外

に
統
一
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
を
製
造
し
て
い
た
北
里
研
究
所
、
武
田
薬
品
工
業
）
等
へ
情
報
提
供
し
、
あ
わ
せ
て
予
防
接
種

法
に
基
づ
き
市
町
村
が
、
及
び
薬
事
法
に
基
づ
き
医
療
機
関
、
製
造
元
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
副
作
用
情
報
を
漏
れ
な
く
報
告
す

一
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る
よ
う
促
す
手
だ
て
を
講
じ
る
な
ど
、
安
全
対
策
が
必
要
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
元
年
四
月
か
ら
同
年
九
月
に

関
係
審
議
会
を
開
催
す
る
ま
で
の
間
、
い
ず
れ
の
対
応
も
と
る
こ
と
な
く
接
種
を
開
始
、
継
続
し
た
こ
と
が
、
そ
の
後
の
被

害
を
拡
大
さ
せ
る
最
大
の
原
因
と
な
っ
た
。

国
は
、
そ
の
責
任
を
自
覚
し
、
同
種
の
薬
害
再
発
防
止
の
た
め
に
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬
害
事
件
の
検
証
を
実
施
す
る
こ

と
。
そ
の
た
め
に
現
存
す
る
関
係
の
行
政
資
料
を
永
年
保
存
扱
い
と
し
、
常
時
閲
覧
可
能
な
体
制
を
整
え
る
こ
と
を
強
く
要

求
す
る
も
の
で
あ
る
。

右
、
被
害
拡
大
の
責
任
及
び
検
証
の
必
要
性
や
資
料
の
扱
い
に
つ
い
て
、
政
府
見
解
は
い
か
が
か
。

右
質
問
す
る
。

一
五


